
令和４年3月31日現在

契約事務の
適正化要綱
第２の１の

（２）

1
（一社）高知医療
再生機構

令和3年度高知県地域
医療再生事業

57,432,424 57,432,424 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

当事業は、医師の地域偏在の解消等を目的に、医師のキャリア形成支援や、県外
からの医師の招聘等を高知大学をはじめとした県内医療関係機関と連携して行うも
のであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構成する当該団体以外に適当
な委託先はない。

医療政策課

2
（一社）高知医療
再生機構

令和3年度高知県勤務
環境整備事業

3,333,245 3,333,245 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

当事業は、女性医師が県内医療機関に復職する場合の相談対応や復職に係る研
修を受け入れる病院との調整を行うとともに、医療従事者の勤務環境改善を進める
医療機関を支援するものであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構成す
る当該団体以外に適当な委託先はない。

医療政策課

3
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県人権啓発研修
事業委託（県費）

62,341,688 62,341,688 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

(公財）高知県人権啓発センターは、あらゆる人権問題について、県民の理解と認識
を深め、その解決を図るため、人権に関する啓発・研修等の事業を行い、人権尊重
の社会づくりに貢献することを目的として、県等の出捐により設立、運営されてい
る。「高知県人権尊重の社会づくり条例」第２条第１項において県の責務として定め
る人権意識の高揚を目的として実施する当該業務の委託にあたり、公平かつ中立
で人権問題全般に取り組む団体は他にないため。

人権・男女共
同参画課

4
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター管理運営委託
（指定管理者制度）

364,839,000 69,886,000 H29.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ テ 外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。
人権・男女共
同参画課

令和３年度 公社等外郭団体との随意契約　一覧

随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR３年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
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5
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター県有施設管理委
託

2,324,587 2,324,587 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ ス
こうち男女共同参画センター内の県有施設部分の管理については、同施設の指定
管理者が一体的に行う必要があるため。

人権・男女共
同参画課

6
（公財）高知県文
化財団

文化芸術振興ビジョン
推進事業等委託業務

19,949,940 19,949,940 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

 （公財）高知県文化財団は本県の文化芸術活動の推進母体としての役割を担う団
体であり、文化芸術に関する高い専門性を持って県立文化施設の運営に携わると
ともに、市町村や文化芸術団体等とも連携して事業を企画・実施している。
　高知県文化芸術振興ビジョンの推進及び高知県芸術祭の充実を図り、高知県の
文化芸術の振興を進めるためには、文化芸術に関する専門的知識はもとより、市
町村、芸術文化団体、文化施設等とも連携した事業推進が必要不可欠であり、高
知県内には同様の専門性、実績を有している事業者が他にいないため。

文化国際課

7
（公財）高知県文
化財団

高知県立美術館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

1,604,208,000 316,170,534 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ

・地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
・地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

文化国際課

8
（公財）高知県文
化財団

高知県立文学館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

658,142,000 131,832,273 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ

・地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
・地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

文化国際課
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随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR３年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

9
（公財）高知県文
化財団

石元泰博写真作品等
著作権管理業務

2,903,744 2,903,744 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ
・高知県立美術館の指定管理者として、石元泰博氏の写真作品等を管理しており、
著作権の管理を総合的に実施できる体制とノウハウを有する唯一の団体であるた
め。

文化国際課

10
（公財）高知県国
際交流協会

令和３年度高知県研修
員受入業務

25,610 25,610 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

(公財）高知県国際交流協会は、国際交流や国際協力に関して、国、県及び関係団
体と連携し、事業を行うことを目的とする県内唯一の公益法人である。
また、中南米の県人会や友好交流先との交流を行っていることから、単なる研修員
受入業務だけでなく、県人会等との交流がより深まるなど事業の波及効果が得られ
る。
さらに、海外技術研修員及び協力交流研修員の受入事業についても受託の実績が
ありノウハウを有することから、より迅速かつ効率的に事務を行うことができる。

文化国際課

11
(公財）高知県国際
交流協会

令和３年度外国人受入
環境整備事業

17,799,938 17,799,938 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

本事業は、在留外国人等に対して多言語で生活相談等に対応する「高知県外国人
生活相談センター」の運営業務を行うもので、運営にあたっては、センター開所前か
ら在留外国人に対して生活相談や情報提供を行ってきたことにより蓄積されたノウ
ハウのもと、効率的に業務を実施する必要がある。また、県内全域を活動範囲とし
て、多文化共生事業や国際交流事業との連携も求められることから、こうした能力
を有しているのは、国際交流や国際協力に関して、国、県、及び関係団体と連携し
て事業を行うことを目的とする県内唯一の公益法人である（公財）高知県国際交流
協会のみである。

雇用労働政策
課

12
（公財）土佐山内
記念財団

高知県立高知城歴史
博物館の管理運営代
行業務（指定管理者制
度）

1,377,843,000 269,285,000 R3.4.1 ～ R8.3.31 ○

・資料の保存継承、調査研究、展示公開、教育普及といった効率性だけでは捉えら
れない業務への取り組みが必要であること。
・高い専門性を持って長期的な視点で運営を行うには、歴史や美術工芸、保存など
の各分野に精通した同財団の学芸員の専門的知識や技術、蓄積してきたノウハウ
や実績、各研究機関等との信頼関係が不可欠であること。
・文化施設の管理運営は、単なる施設の管理にとどまらず、専門的な知識を有する
人材を配置した上で、数年間にわたる調査研究や展覧会の企画立案等により業務
が行われるべきものであること。

歴史文化財課
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13
（公財）高知県文
化財団

高知県立歴史民俗資
料館の管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

809,766,000 167,027,390 H31.4.1 ～ R6.3.31 〇

・地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
・地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

歴史文化財課

14
（公財）高知県文
化財団

高知県立坂本龍馬記
念館の管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

846,902,000 173,915,345 H31.4.1 ～ R6.3.31 〇

・地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
・地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

歴史文化財課

15
（公財）高知県文
化財団

高知県立埋蔵文化財
センターの管理運営代
行業務（指定管理者制
度）

230,836,000 39,612,504 H30.4.1 ～ R5.3.31 〇
・学術的専門性と文化財保護という公益性が求められ他に業務の目的を達成でき
る団体がない。

歴史文化財課

16
（公財）高知県文
化財団

令和３年度高知城石垣
カルテ作成委託業務

8,151,000 8,151,000 R3.8.5 ～ R4.3.25 ○ ○ セ

・史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会において、高知城の石垣調査の実
績がある委託先が石垣カルテ作成の調査に当たるべきとの指摘があったこと
・過年度において同様の業務の実績があり、業務の遂行に必要なスタッフを擁して
おり、かつ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務の
目的を達成できる委託先がないこと。
・史跡高知城跡の石垣の情報知識が集積され、今後の調査や修理の水準を高める
ことにつながること。

歴史文化財課

－4－



契約事務の
適正化要綱
第２の１の

（２）

随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR３年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

17
（公財）高知県文
化財団

令和２年度高知城梅ノ
段北側石垣改修
発掘調査委託業務

13,794,000 3,091,000 R2.6.5 ～ R3.8.31 ○ ○ セ

・委託業務の内容が高度な専門知識、技術を有するスタッフにより一体的に施行さ
れるべきものであること。
・業務の遂行に必要なスタッフを擁しており、かつ基本財産の一部を県が出捐して
設立した公益法人であり、他に業務の目的を達成できる委託先がないこと。

歴史文化財課

18
（公財）高知県文
化財団

令和３年度高知公園
西ノ丸西側石垣改修
発掘調査委託業務

13,706,000 13,706,000 R3.7.7 ～ R4.5.31 ○ ○ セ

・委託業務の内容が高度な専門知識、技術を有するスタッフにより一体的に施行さ
れるべきものであること。
・業務の遂行に必要なスタッフを擁しており、かつ基本財産の一部を県が出捐して
設立した公益法人であり、他に業務の目的を達成できる委託先がないこと。

歴史文化財課

19
（公財）高知県文
化財団

令和３年度安芸道路
埋蔵文化財発掘調査
整理業務委託

62,931,000 62,931,000 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

・委託業務の内容が高度な専門的知識、専門技術を有する職員により一体的
 に施行されるべきものであり、競争入札には適さないため。
・公益財団法人高知県文化財団は委託業務の遂行に必要な職員を擁しており、
 か つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であること。他に
 業務の目的を達成できる委託先がないため。

歴史文化財課

20
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

県民体育館・県立武道
館・県立弓道場の管理
運営業務（指定管理者
制度）

581,531,000 122,003,000 R2.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ テ 外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 スポーツ課
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21
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

高知県スポーツ科学セ
ンターの管理運営業務
（指定管理者制度）

120,197,000 24,088,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ
・隣接する春野総合運動公園の指定管理者である公益財団法人高知県スポーツ振
興財団を指定することが、施設の効果的な運営につながると認められるため。
・外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。

スポーツ課

22
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

県立春野総合運動公
園の管理運営業務（指
定管理者制度）

1,222,037,000 238,465,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ テ 外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 公園下水道課

23
(一財)高知県地産
外商公社

アンテナショップ「まる
ごと高知」賃貸借契約

16,800,000
（111,099,492
円と公社の令
和３年度の収
益事業におけ
る収入から費
用を控除した
金額の２分の
１のいずれか
低い方。）

16,800,000
（111,099,492
円と公社の令
和３年度の収
益事業におけ
る収入から費
用を控除した
金額の２分の
１のいずれか
低い方。）

R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ コ
本契約は、アンテナショップ「まるごと高知」の運営に必要となる店舗及び執務室の
物件を貸し付けるものであり、「まるごと高知」の運営と地産外商戦略の推進のため
に設立した一般財団法人高知県地産外商公社以外に貸付先はないため。

地産地消・外
商課

24
（公財）高知県産
業振興センター

中小企業団地内公園
管理委託業務

996,594 996,594 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

中小企業団地内公園は、（公財）高知県産業振興センターが管理運営している「ぢ
ばさんセンター」に隣接しているため、ぢばさんセンターの管理に付随して日々の公
園管理が可能であり、県が単独で公園の維持管理を行うよりも経済的である。
また、県が出えんする公益財団法人である高知県産業振興センターは、公益財産
の管理運営に習熟しており、管理者として最も適しているため、同法人に随意契約
により委託するものとした。

商工政策課
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25
（公財）高知県産
業振興センター

令和2年度見本市出展
業務委託（令和3年度
実施分）

86,619,698 86,619,698 R2.9.7 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターに指定されており、高知県内の中小企業を支援する中核的な機関である。
そのため、産業振興計画に掲げる中小企業の「ものづくりの地産地消・外商」の促
進策である本委託事業は、県が行う中小企業支援事業の実施体制の中心である
同法人に随意契約により委託するものとした。

工業振興課

26
（公財）高知県産
業振興センター

令和3年度見本市出展
業務委託（令和4年度
実施分）

94,859,000 0 R3.9.29 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターに指定されており、高知県内の中小企業を支援する中核的な機関である。
そのため、産業振興計画に掲げる中小企業の「ものづくりの地産地消・外商」の促
進策である本委託事業は、県が行う中小企業支援事業の実施体制の中心である
同法人に随意契約により委託するものとした。

工業振興課

27
（公財）高知県産
業振興センター

令和3年度ものづくり総
合技術展開催等業務
委託

28,737,740 28,737,740 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターの指定を受けた県内唯一の法人として、県内中小企業支援の中心的機関であ
り、第１回（H24）から受託し円滑に遂行してきた。
また、本業務と連携した事業戦略の策定・実行支援など地産地消・地産外商を効果
的に推進する様々な事業を実施しており、十分な能力や実績を有し本業務を遂行
できる唯一の法人であると認められるため、同法人に随意契約により委託するもの
とした。

工業振興課

28
（公財）高知県産
業振興センター

令和3年度高知県働き
方改革推進事業委託
業務

3,635,481 3,635,481 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

本事業は、県内企業の働き方改革の取組に係る支援を強化するものである。県と
国が一体となって効果的かつ効率的に働き方改革を推進していくことができる団体
が、国の働き方改革推進支援センターの運営を受託する（公財）高知県産業振興セ
ンター以外にはないため、同法人に随意契約により委託するものとした。

雇用労働政策
課
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29
（公財）高知県産
業振興センター

令和3年度高知県ワー
クライフバランス推進
事業委託業務

9,596,786 9,596,786 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

企業のワークライフバランスの推進は、働き方改革と一体となって推進していくこと
が必要であることから、国の働き方改革推進支援センターの運営を受託する（公
財）高知県産業振興センターに委託することが、効果的な支援を行ううえで最も適
切であるため、同法人に随意契約により委託するものとした。

雇用労働政策
課

30
（一社）高知県肉
用子牛価格安定
基金協会

検体採取補助業務 1,479,720 1,479,720 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

本業務は、死亡牛（96ヵ月齢以上）からのＢＳＥ検体採取作業の補助を行うものであ
り、当該団体は96ヵ月齢以上の死亡牛の収集･運搬事業を実施している県内唯一
の機関であるとともに、農場からの死体回収、検体採取、採材後の死体の一時保
管を一体的に行うことができる冷凍輸送車の所有、管理・運営を行う県内唯一の機
関であるため。

畜産振興課

31
（一社）高知県肉
用子牛価格安定
基金協会

土佐和牛肥育経営緊
急支援事業

71,477,410 71,477,410 R3.4.1 ～ R4.3.17 ○ ○ セ

本事業は国の肉用牛肥育経営安定交付金制度に加入している生産者が、アフター
コロナの和牛肉需要拡大に備えて、新型コロナウイルス感染症対策と経営改善に
取り組む場合に、肥育もと牛の確保支援を行うものであり、当該団体は国の制度を
受託している県内唯一の機関であるため。

畜産振興課

32
（公社）高知県森と
緑の会

山の学習支援事業活
用促進事業

4,344,000 4,344,000 R3.4.23 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

  本業務は、山の学習支援事業の活用の促進のために実施する事業であり、業務
を行うためには、山の学習支援事業の状況や当該事業の実施に協力を得られる団
体等に精通している必要があることから、業務を確実に行えるのは山の学習支援
事業の補助事業を行い、また、緑の募金による寄附を活用した事業の実施により緑
化を推進する団体等との関係が深い当団体以外にない。

林業環境政策
課
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33
（一社）高知県森
林整備公社

令和３年度高知県県営
林造林事業

15,794,900 15,794,900 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ ス
  県営林事業については、昭和46年度以降造林事業を委託して実施し、全県下に
展開する県営林の実情について仔細に把握していることから、本業務の委託先は
森林整備公社以外にない。

森づくり推進
課

34
（公財）高知県山
村林業振興基金

高知県立林業大学校
研修業務等委託業務

64,249,044 64,249,044 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

  本業務は、「①基礎課程及び専攻課程の技能講習･安全教育に関すること」、「②
基礎課程及び専攻課程のインターンシップに関すること」、「③基礎課程及び専攻課
程の就業ガイダンスに関すること」、「④短期課程の運営等に関すること」を行うもの
である。
  同団体は、林業事業体の経営基盤の強化を図るためのコンサルタント事業、林業
に従事する方の育成や確保をするための研修事業や雇用条件の改善を図るため
の事業を行っている。
  委託する業務のうち、①及び④の業務にあたっては、労働安全衛生法14条及び
61条により、都道府県労働局長の登録を受けた者である必要があり、全ての技能
講習等の登録を受けている県内団体は、同団体のみである。
　また、③では、林業事業体等と研修生のコーディネイトや助言、④では、就業相談
会等の実施を求めており、対応するためには職業安定法第33条第1項の規定によ
る許可が必要であることと併せて、専門的な知識や技術、蓄積されたノウハウや実
績、各事業体等との信頼関係が不可欠であり、実施できる業者は同団体以外にな
い。

森づくり推進
課

35
（公財）高知県山
村林業振興基金

高知県立森林研修セ
ンター研修館管理代行
業務（指定管理者制
度）

46,724,000 8,368,000 H30.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ テ 外部有識者等による審査委員会の審査を経て決定したもの。
森づくり推進
課

36
（公財）高知県山
村林業振興基金

令和３年度新規就業
者職業紹介アドバイ
ザー委託業務

4,651,285 4,651,285 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

  当団体は、①厚生労働大臣から「無料職業紹介事業」の許可を受けている②事業
実施に必要な指導者がいる③労確法第11条により林業労働力確保支援センターと
して県から指定されている④林業に関する専門的知識を有し、林業事業体の現状
を把握している、ことから効果的に就業促進に結びつく活動を実施できる者は当団
体以外にない。

森づくり推進
課
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37
（公財）高知県山
村林業振興基金

雇用管理改善推進
アドバイザー委託業務

9,057,576 9,057,576 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

  当団体は、①労働環境改善計画の内容や関連する法令等を理解している②林業
に関する専門的知識を持ち、林業事業体の現状を把握している③林業労働力確保
支援センターの指定を受けているのは当団体のみ、であることから雇用管理改善を
推進する効果的かつ精度の高い活動を実施できる者は当団体以外にない。

森づくり推進
課

38
（公財）高知県牧
野記念財団

高知県立牧野植物園
管理運営代行業務
（指定管理者制度）

1,370,189,000 465,525,803 R3.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ
　指定管理者の選定にあたり、植物に関する専門知識、栽培管理能力等が求めら
れ、条件を満たす者が当団体以外にないため。

自然共生課

39
（公財）高知県牧
野記念財団

希少野生植物食害防
止対策(調査)委託業務

2,621,300 2,621,300 R3.4.9 ～ R4.3.30 ○ ○ セ

　本業務では希少野生植物の生育場所等の分布状況を熟知し、専門的知識をもっ
て精度の高い分析・評価・整理のできる体制が必要となる。（公財）高知県牧野記念
財団は、高知県を中心とする野生植物の調査・研究と保全、環境保全の普及啓発
活動の拠点として設立された法人であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデー
タを有している同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課

40
（公財）高知県牧
野記念財団

野生植物分布調査業
務

8,838,500 8,838,500 R3.5.28 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

　本業務では、県民参加型の植物調査により、直接的体験を通じて県民の自然へ
の理解を深め、環境保全に関する意識の高い人材を育成するとともに、地域の自
然の基礎資料を収集することを目的としており、委託業者は高知県内の植物に関し
て高度で専門的な知識及び絶滅のおそれのある植物種の生育状況等の最新デー
タを有していることが不可欠であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデータを有
している同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課
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41
（公財）高知県の
いち動物公園協会

高知県立のいち動物
公園管理運営業務（指
定管理者制度）

2,028,712,000 410,459,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ 専門性を有する業務特性により、他に運営できる団体がいない。 公園下水道課

42
高知県住宅供給
公社

県営住宅管理代行等
業務委託

434,827,000 434,827,000 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

公営住宅法第47条の規定により、管理代行は地方住宅供給公社又は地方公共団
体のみ行うことができるものと定められている。また、付随する事実行為の委託に
ついては、管理の一元性を確保するため管理代行先に委託する必要がある。管理
代行業務及び委託業務について高知県に点在する対象の住宅を一括して管理で
きる団体は高知県住宅供給公社以外に存在しないことから地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号に該当する。

住宅課

43
高知県住宅供給
公社

県職員住宅管理業務
委託

34,175,000 34,175,000 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

高知県住宅供給公社は、自前で建築士を複数名抱えており、専門的な知識に基づ
いた修繕等の対応が可能である。また、県営住宅の管理代行機関として修繕工事
等の施工管理を行っているが、工事の監督及び検査を行うに当たっては、県の工
事検査要領・規定の例によることとしており、県と同様のチェック機能がが担保され
ている。
　職員住宅の他に、県営住宅と教職員住宅の維持管理業務も併せて行っており、
そのことでスケールメリットによって効率的に業務を行うことができるとともに、これ
らの住宅の維持管理業務を行うことで得られたノウハウを活用して委託業務を行う
ことが可能であるため。

職員厚生課

44
高知県住宅供給
公社

教職員宿舎管理委託
業務

23,355,687 23,355,687 R3.4.1 ～ R4.3.31 ○ ○ セ

　県下全域に点在する教職員住宅の一括管理には、県営住宅及び県職員住宅の
管理業務も受託している公社の住宅管理に関する蓄積されたノウハウが必要であ
り、また、老朽化が進んでいる教職員住宅の適切な維持管理には公社の持つ技術
力等が有効に活用されることが見込まれるとともに、過去の教職員住宅管理委託
業務も誠実かつ確実に実行されている。
　また、県内に同公社と同様のノウハウを有する法人が存在しないため。

教育委員会事
務局
教職員・福利
課
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45
（公財）暴力追放
高知県民センター

暴力団不当要求防止
責任者講習委託事業

1,040,000 1,040,000 R3.4.１ ～ R4.3.31 ○ ○ セ
　(公財)暴力追放高知県民センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律第32条の３第２項第７号により、公安委員会からの委託を受けて同法第14
条第２項の講習業務を行える県内唯一の法人であるため。

警察本部組織
犯罪対策課

46
（公財）暴力追放
高知県民センター

暴力団排除運動支援
事業業務委託事業

3,096,000 3,096,000 R3.4.１ ～ R4.3.31 ○ ○ セ

　（公財）暴力追放高知県民センターは、民間の暴力追放組織に対する援助等の事
業を展開し、更に、同センターが中核となって、平成19年に宿毛地区みかじめ料等
縁切り同盟を結成し、以降中村地区・高知地区・建設業・遊技業・不動産業における
「縁切り同盟」立ち上げの支援活動を行っており、本事業のノウハウやデータを蓄積
している唯一の団体であるため。

警察本部組織
犯罪対策課
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